
「DO!」：男女共同参画社会実現のために、職員一人ひとりが考え、そこから一歩進んで「実行する」ことを願って名付けました。 

 

ＷＬＢ（仕事と生活の調和） 

を進めよう！ 
 

 

 

 

 

 
 

【ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の調和のことです】 

 

性別や年齢等にかかわらず、各人の置かれた状況に応じて、仕事と仕事以外の

生活双方の充実のため、柔軟な発想で働き方や生活のあり方を変えていこうとす

る取り組みです。具体的にはテレワークや時差出勤の導入、長時間勤務の是正

などがあげられています。 

WLBは、誰もが活躍できる「男女共同参画社会」の実現にとって、必要不可欠

な課題です。ぜひ、皆さんもこの機会に WLBについて考えてみましょう。 
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W（ワーク） 

仕事 

L（ライフ） 

仕事以外の生活 


